
 

第23回農林水産物・食品の輸出拡大のための 

輸入国規制への対応等に関する関係閣僚会議 議事要旨 

 

 

１ 日 時：令和８年１月１３日（火）１７時０５分～１７時２０分 

 

２ 場 所：官邸４階大会議室 

 

３ 出席者： 
木原内閣官房長官、鈴木農林水産大臣、松本デジタル大臣、城内日本成長戦略担当大

臣兼内閣府特命担当大臣（経済財政政策 規制改革）、津島内閣府副大臣、長坂厚生

労働副大臣、梶原総務大臣政務官、大西外務大臣政務官、高橋財務大臣政務官、小森

経済産業大臣政務官兼復興大臣政務官、加藤国土交通大臣政務官、尾﨑内閣官房副長

官、露木内閣官房副長官、阪田内閣官房副長官補、杉中農林水産省輸出・国際局長 
 
４ 議事概要 

〇 鈴木農林水産大臣から、農林水産物・食品の輸出促進の取組について（資

料）、以下のような説明があった。 

・  農林水産物・食品の輸出額は１２年連続で過去最高を更新しており、第

２次安倍政権発足時（２０１２年）の４，４９７億円から３倍以上増加し

てきているが、２０３０年５兆円目標達成には、抜本的なペースアップが

不可欠な状況。 

・ ２０２５年の輸出額は過去最高のペースで拡大をしており、国・地域、

品目別では、米国、中国などの特定国や水産物、お茶、牛肉などの比重が

大きい。 

・ 輸出促進施策の全体像として、「農林水産物・食品の輸出拡大」に加え、

「食品産業の海外展開」、そして「インバウンドによる食関連消費の拡大」

も推進。 

・  「輸出拡大」については、海外市場の開拓の拡大、そして、海外のニー

ズに対応して輸出する供給力の向上を車の両輪として進めることが重要。 

・  今回の閣僚会議においては、特に海外市場の開拓について御議論いただ

きたい。まず、「現地系商流への売込みの強化」。更なる輸出拡大を図る

ため、輸出支援プラットフォームなどの海外拠点の活動を強化し、日系の

みならず、拡大余地が大きい現地系商流への売込みを政府が前面に立って

進める。 

・  特定の国・地域に過度に依存せず、国際的な通商環境に左右されない、

強い輸出体制を構築することが必要。そのためには、輸出先の多角化が重

要。例えばＡＬＰＳ処理水放出後の中国向けのホタテ等の輸出先の転換を



 

図ってきた。一方、水産物以外にも、対中輸出の依存度が高い品目もある

ため、今後も多角化を推進する。 

・ 米国は、我が国最大の輸出先国ではあるが、相互関税により影響を受け

ている事業者もあり、輸出先の多角化や未開拓市場の発掘が重要。 

・ 輸出拡大においては、日本の産品の模倣品との競争が課題。 

・ 輸出先国の多角化とともに、福島第一原発事故やＡＬＰＳ処理水の海洋

放出に伴う輸出先国の輸入規制等の早期撤廃に向けた働きかけを政府一丸

で粘り強く実施してまいりたい。 

・ 輸出先の多角化に必要な予算等を措置しており、これらを有効に活用し、

輸出を通じて稼げる農林水産業を実現してまいりたい。 

 

○ 説明に対しての質問、意見はなかった。 
 

○ 次に、大西外務大臣政務官から、以下のような発言があった。    
・ 外務省では、在外公館を活用し、ビジネスセミナー、レセプション、ネ

ットワーキングイベント等の実施により、日本産農林水産物・食品の魅力

や安全性を積極的に発信する等、輸出拡大や市場開拓、風評被害の払拭に

努めている。 

・ 特に、東日本大震災関連の輸入規制が残る国・地域に対して、粘り強く

規制撤廃を働きかけている。昨年１１月には、台湾において、２０１１年

に導入された日本産食品に対する全ての輸入規制が撤廃。残る５か国・地

域に対しても、引き続き、あらゆる機会を捉えて働きかけていく。 

・ また、今月から「在外公館料理人制度」が開始される。新制度では、報

酬面等を含め料理人の処遇を改善しつつ、料理人には「食の外交官」とし

て活動のウィングを広げてもらい、日本の食文化や日本産食品のＰＲ、風

評被害対策等に一層効果的に取り組んでいく。 

・ 今後とも、関係省庁と緊密に連携し、輸出拡大に取り組んでまいりたい。 
 
○ 次に、小森経済産業大臣政務官から、以下のような発言があった。 
・ 経済産業省では、農林水産業者を含む輸出事業者の方々を対象として、

見本市への出展や商談会の開催はもとより、それに加えて、デジタルマー

ケティングなど越境ＥＣ、国境を超える電子商取引の活用や、商社・メー

カーＯＢといった経験豊かな専門家による伴走支援など、海外販路の拡大

や海外展開の支援に取り組んでいる。 

・ これらの取組を加速化し、本日農林水産大臣の方から御紹介のあった

「現地系商流への売込み」、「輸出先の多角化」などの課題について、農

林水産業者の方々に寄り添い、しっかりとサポートしていく。 

・ 今後とも、関係省庁や機関と連携し、農林水産物・食品の輸出拡大等に

よる「海外から稼ぐ力」の強化に取り組んでまいりたい。 



 

 

 ○ 最後に、木原官房長官から、以下のような発言があった。 
・ 農林水産物・食品の輸出拡大は、農林水産業の稼ぐ力を高め、地域を活

性化させるとともに、食料安全保障の確保にもつながるもの。 

・ 輸出額は１２年連続で過去最高を更新しているが、２０３０年５兆円目

標の達成には、輸出拡大の抜本的なベースアップが不可欠。 

・ このため、令和７年度補正予算などを活用し、国が前面に立って、次の

３つの取組を強化していただきたい。 

・ 第１に、現地系商流への売込み。優れた冷凍技術など、我が国の強みを

活かした商品による販売力強化や高付加価値化を行いながら、「輸出支援

プラットフォーム」による現地起点の取組を進め、輸出拡大余地の大きい

現地系スーパーやレストランなどへの売込みを強化していただきたい。特

に、お米については、加工品についても「解凍後でも美味しい」という日

本産米の特徴を活かした新たな需要創造の可能性も秘めている。農林水産

大臣が中心となって、海外市場の開拓に向けた取組を重点的に進めていた

だきたい。 

・ 第２に、輸出先国の多角化。輸出額の少ない国・地域における市場調査

や販売促進を支援するとともに、外交行事や観光行事を通じた働きかけな

ど、あらゆる機会・ツールを活用し、これらの国・地域で販路拡大を強化

していただきたい。 

・ 第３に、各国・地域の規制の撤廃・緩和に向けた協議の加速。輸入規制

を継続している国・地域に対する早期撤廃の働きかけを強化するとともに、

動植物検疫等の協議を、政府一丸となって進めていただきたい。 

・ また、これらの取組により農林水産物・食品の輸出拡大を加速するとと

もに、食品産業の海外展開やインバウンドによる食関連消費の拡大を連携

して進め、これらの相乗効果を通じて、更なる輸出拡大につなげることも

重要。 

・ これらの取組の実行にあたっては、本日お集まりの関係閣僚のリーダー

シップが重要。皆様方のこれまで以上の御尽力をお願いする。 

 

（以 上） 


